
２．家庭用品安全対策業務フローチャート

苦情・意見 製 造 業 者

消 費 者 輸 入 業 者

販 売 業 者

都道府県・保健所設置市・特別区

苦情・相談 ○家庭用品衛生監視員 指導・監視・検査

○家庭用品の検査・監視・指導

指導 指導

報告 助言・勧告等

厚生労働省 指導 業界団体

○(公財)日本中毒情報セ

ンター ○有害物質の指定 ○安全衛生自主基準

情報提供 （現在までﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ等

○（独法）国民生活セン 21物質群を指定）

ター

○規制基準の策定

○モニター病院

○監視、指導 協議 関係省庁

○関連学会

○重大製品事故等対策

○諸外国 等

○家庭用品の健康への影響調査

研究

調査依頼 通知 報告

国立医薬品食品衛生研究 消費者庁

所

○重大製品事故

○有害物質に関する試 調査報告

験、検査及び研究

諮問 答申

薬事・食品衛生審議会

家庭用品安全対策調査会

○専門家による家庭用品規制基

準の検討

※ 消費者安全法に基づく業務


